
   事業系一般廃棄物の「資源となる紙」について    

八戸市、階上町、南部町(旧福地村)の３市町では、平成 20年４月より、八戸清掃工場へ

の資源となる紙の搬入を規制しております。 

資源となる紙は、以下のとおりですので、ご確認の上、民間の古紙取扱業者(裏面参照)

への搬入をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

搬入規制対象外(資源にならない紙) 

※次のものは清掃工場に搬入できます 
 
●汚れた紙(水、油、食品による汚れ)   ●合成紙 

●裏カーボン紙・ノーカーボン紙     ●圧着はがき 

●写真・写真プリント用紙、感光紙    ●感熱発泡紙 

●金・銀が箔押しされた紙        ●油紙・ロウ紙 

●感熱紙(レシート、ファックス用紙等) 

●防水加工紙(紙コップ、ヨーグルト容器等) 

●捺染紙(昇華転写紙…アイロンプリント等) 

●臭いのついた紙(石けんの箱、線香の箱、洗剤容器) 

●ビニールコート紙(プラスチックフィルムやアルミ箔を張り合わせた紙) 

※シュレッダー紙については、なるべく資源化にご協力ください(裏面参照) 

１．段ボール 
ロウ引き段ボールは除きます。 

また、段ボールをゴミ箱代わりに 

使うのは止めましょう。 

２．新聞 

３．雑誌     チラシ      パンフレット及びカタログ  コピー紙 

４．名刺    封筒     包装紙     紙袋      厚紙 

 

 
 

お問合せ先：八戸市環境部 環境政策課 資源リサイクルグループ ℡43-9362 

資源となる紙 11 品目は、以下の４分別で、ひも十字縛り(紙ひも推奨)としてください。 

その他の排出方法については、個別に古紙取扱業者にお問い合わせください。 

異物や禁忌品(資源化が困難な紙)は混ぜないで下さい 

【異 物】金属クリップ、プラスチック類、セロハン、粘着テープ類 等 

【禁忌品】感熱紙、裏カーボン紙、ノーカーボン紙、ビニールコート紙 

     紙コップなどの防水加工紙 等 

※異物や禁忌品が混入している場合は受入できませんのでご注意ください。 



 

  

 

  

 

 

 古紙取扱業者お問合せ先  

受付 8:30～17:00(土・日・年末年始を除く) 
受付 8:00～17:00 
(12:00～13:00・日・お盆・年末年始を除く) 

受付 8:00～16:00(日曜日を除く) 受付 9:00～16:30(日・お盆・年末年始を除く) 

 機密書類の処分について  

  シュレッダー搭載車による出張型の処分方法です。裁断処理された古紙は再資源
化されます。詳細は各社へお問い合わせください。 

  ○八戸通運株式会社 受付 8:30～16:30(日・祝・年末年始を除く) 

            TEL22-0202 FAX44-0128 
 

  ○第一清掃株式会社 受付 8:00～17:00(土・日・祝・お盆・年末年始を除く) 

            TEL44-2624 FAX44-2625 

その他、運送事業者等による機密書類処理システムもございますので、各事業者
へ個別にご相談ください。 

 シュレッダー紙の再資源化について  

  各事業所でシュレッダーした紙については、サイズ等によっては再資源化が可能

です。事前にサンプルを見せるなど、下記の古紙取扱業者にご相談ください。 

 ○株式会社インターセンス  ○北日本産業株式会社  ○有限会社東司清掃管理 
※連絡先は上欄の「古紙取扱業者お問合せ先」をご参照ください  


